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平
成
20
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
決
定
通
知
書
が
届
き
ま
す

今
年
４
月
か
ら
新
た
に
始
ま
り
ま
し
た

75
歳
以
上
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
人
は

65
歳
か
ら
加
入
可
能
）
の
医
療
保
険
制
度

で
あ
る
「
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
）」
の
保
険
料
が
７
月
に
決
定

さ
れ
ま
す
。
各
加
入
者
に
は
、
７
月
中
旬

に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
が
届
き
ま
す
の

で
、
保
険
料
額
や
納
付
方
法
に
つ
い
て
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※
「
長
寿
医
療
制
度
」
と
は
、「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
」
を
身
近
で
親
し
み
や

す
い
も
の
と
す
る
た
め
に
呼
称
変
更
し

た
も
の
で
す
。

保
険
料
額
の
決
ま
り
方

保
険
料
は
、「
均
等
割
額
」
と
「
所
得

割
額
」
を
合
計
し
て
、
個
人
単
位
で
計
算

さ
れ
ま
す
（
表
１
）。
均
等
割
額
と
所
得

割
額
は
岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
、
２
年
ご
と
に
岐
阜
県
内
均
一
で
決

め
ら
れ
ま
す
。

※
保
険
料
の
上
限
は
、
年
額
50
万
円
と
な

り
ま
す
。

※
被
用
者
保
険
（
国
保
、
国
保
組
合
以
外

の
医
療
保
険
）
の
被
扶
養
で
あ
っ
た
人

は
、
10
月
か
ら
保
険
料
が
か
か
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

●
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
場
合

４
月
か
ら
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

で
仮
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
は
、
決
定
し
た

保
険
料
か
ら
仮
徴
収
で
納
付
い
た
だ
い
た

保
険
料
を
差
し
引
き
、
残
り
分
を
10
月
、

12
月
、
２
月
分
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
で
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

●
普
通
徴
収
（
納
付
書
、
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
）
の
場
合

特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
人
は
、
普
通

徴
収
と
な
り
ま
す
。
７
月
中
旬
に
送
付
す

る
保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
同
封
の
納
付

書
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
納

期
は
７
月
末
か
ら
翌
年
３
月
末
日
ま
で
の

９
回
払
い
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
市
内
金
融
機
関
と
市
国
保
年
金
課
の

窓
口
に
設
置
さ
れ
て
い
る
申
込
用
紙
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
の
翌
月
か
ら

口
座
振
替
を
行
い
ま
す
。

８
月
か
ら
「
窓
口
で
の
自
己
負
担
割

合
」
が
変
更
に
な
る
方
へ

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
で
は
、
８
月
１
日
か
ら
そ
の
年
度
の

市
民
税
課
税
所
得
に
よ
り
、
医
療
機
関
の

窓
口
の
自
己
負
担
額
の
見
直
し
が
あ
り
ま

す
。
変
更
に
な
る
人
へ
は
、
７
月
中
旬
に

岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら

負
担
割
合
変
更
の
案
内
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
ご
確
認
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
市
国

保
年
金
課
窓
口
で
現
在
お
使
い
の
被
保
険

者
証
と
新
し
い
被
保
険
者
証
を
交
換
し
て

く
だ
さ
い
。

８
月
１
日
か
ら
の
、「
窓
口
で
の
自
己

負
担
割
合
」
は
（
表
２
）
の
と
お
り
で
す
。

減
額
認
定
の
対
象
と
な
る
人
は
申
請

を
お
願
い
し
ま
す

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
入
院
さ

れ
た
と
き
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
40
年
間
加
入
し
ま
す
。
所
得

の
減
少
や
失
業
な
ど
で
経
済
的
に

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に

は
、
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険

料
の
納
付
を
免
除
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

た
だ
し
免
除
額
は
所
得
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。

全
額
免
除
制
度

保
険
料
が
全
額
免
除
さ
れ
ま

す
。免
除
を
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
受
給
資

格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老

齢
基
礎
年
金
の
額
は
全
額
を
納
め

た
場
合
の
３
分
の
１
の
額
と
な
り

ま
す
。

４
分
の
３
免
除
制
度

保
険
料
の
４
分
の
３
が
免
除
さ

れ
、
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
は

３
６
０
０
円
で
す
。
免
除
を
承
認

さ
れ
、
一
部
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
場
合
は
、
年
金
を
受
給
す
る
た

め
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ

ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額
は

全
額
を
納
め
た
場
合
の
２
分
の
１

の
額
と
な
り
ま
す
。

半
額
免
除
制
度

保
険
料
の
半
額
が
免
除
さ
れ
、

納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
は
７
２

１
０
円
で
す
。免
除
を
承
認
さ
れ
、

一
部
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合

は
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
受

給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額
は
全
額

を
納
め
た
場
合
の
３
分
の
２
の
額

と
な
り
ま
す
。

４
分
の
１
免
除
制
度

保
険
料
の
４
分
の
１
が
免
除
さ

れ
、
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
は

１
万
８
１
０
円
で
す
。
免
除
を
承

認
さ
れ
、
一
部
保
険
料
を
納
付
さ

れ
た
場
合
は
、
年
金
を
受
給
す
る

た
め
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額

は
全
額
を
納
め
た
場
合
の
６
分
の

５
の
額
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付

４
分
の
３
、
半
額
、
４
分
の
１

の
い
ず
れ
の
免
除
で
も
、
承
認
さ

れ
て
か
ら
２
年
以
内
に
残
り
の
額

を
納
め
な
い
場
合
は
、
未
納
期
間

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

若
年
者
納
付
猶
予

20
歳
台
の
若
者
本
人
と
配
偶
者

の
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。
納
付
猶
予
を
承
認

さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を
受
給
す

る
た
め
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の

額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

承
認
後
、
10
年
以
内
に
猶
予
を

受
け
た
保
険
料
を
納
め
る
と
年
金

額
は
減
額
さ
れ
ま
せ
ん
。

申
請
の
手
続
き

市
国
保
年
金
課
へ
「
国
民
年
金

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
書
は
、
社
会
保
険
事
務
所
ま
た

は
市
国
保
年
金
課
に
あ
り
ま
す
。

●
持
ち
物

年
金
手
帳
、
印
鑑

（
認
印
）

※
失
業
な
ど
の
場
合
は
、
雇
用
保

険
の
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
」
ま
た
は
「
離
職
票
」
の
写

し
な
ど
が
必
要
で
す
。

承
認
期
間

７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
が
承

認
期
間
で
す
。
７
月
か
ら
免
除
を

希
望
す
る
場
合
は
、
８
月
末
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

６
月
ま
で
に
承
認
を
受
け
て
い
る

人
で
、
引
き
続
き
７
月
か
ら
免
除

を
希
望
す
る
場
合
も
、
８
月
末
ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

失
業
し
た
こ
と
に
よ
る
免
除

ま
た
は
納
付
猶
予

失
業
し
た
場
合
は
「
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
」
や
「
離
職
票
」

な
ど
の
公
的
機
関
の
証
明
書
の
写

し
を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
免
除

や
納
付
猶
予
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

追
納
に
つ
い
て

全
額
免
除
や
一
部
納
付
の
期
間

は
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き

に
比
べ
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金

の
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す

が
、
承
認
を
受
け
た
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
３
年
目
以
降
に
追
納
す

る
と
、
当
時
の
保
険
料
に
経
過
期

間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。

●
問
合
先

美
濃
加
茂
社
会
保
険

事
務
所
1

８
１
８
１
、
市
国

保
年
金
課
　
国
民
年
金
係

額
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す

る
と
、
食
事
代
な
ど
の
負
担
額
が
低
く
な

り
ま
す
。
対
象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
中

旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
７
月

31
日
ま
で
に
市
国
保
年
金
課
窓
口
で
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
先

国
保
年
金
課
　
高
齢
者
医
療
係

6

種　　類 

全額納付 

全額免除 

4分の3免除 

半額免除 

4分の1免除 

納付猶予 

保険料納付額 

14,410円 

0円 

3,600円 

7,210円 

10,810円 

0円 

3分の1を受給 

半額を受給 

3分の2を受給 

6分の5を受給 

老齢基礎年金額 

満額を受給 

 

 

 

 

受給に反映しない 

納付と免除 

全額納付 

全額免除 

4分の1納付 

4分の1免除 

4分の3免除 

半額納付 半額免除 

4分の3納付 

納付なし 
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